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寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立

『
大
岡
忠
相
日
記
』
を
素
材
と
し
て

小

林

宏

は
じ
め
に

一

吉
宗
に
よ
る
寺
社
方
先
例
集
編
纂
の
準
備

二

寺
社
方
御
定
書
」
の
編
纂
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」

三

公
事
方
御
定
書
」
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
の

関
係

結
び
に
代
え
て

は

じ

め

に

江
戸
幕
府
司
法
の
実
務
を
担
う
主
要
な
官
僚
が
常
時
参
照
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
「
棠
蔭
秘
鑑
」
の
「
利
」
の
巻
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
と
共
に
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
な
る
刑
法
典
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
平
松
義
郎
氏
に
よ
る
か
な
り
詳
細
な
解
題
が
あ
る
（
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考

別
巻
』
昭
和
三
十
六
年
、
創

文
社
刊
所
収
「
徳
川
禁
令
考
別
巻
解
題
」
九
・
一
〇
頁
）。
な
お
石
井
良
助
氏
に
よ
る
簡
潔
な
解
題
も
存
す
る
が
（
加
藤
友
康
・
由
井

正
臣
編
『
日
本
史
文
献
解
題
辞
典
』
二
〇
〇
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
四
五
五
・
四
五
六
頁
）、
そ
の
内
容
は
平
松
氏
の
解
題
と
大
き
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な
違
い
は
な
い
。
両
氏
の
解
題
を
要
約
し
て
掲
げ
れ
ば
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
寺
社
奉
行
所
で
編
纂
し
た
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
の
処
罰
に
関
す
る
先
例
集
（
石
井
）。
寺
社
奉
行
所
の
い
わ
ば
特
別
刑
法
典

（
平
松
）。

二
、
江
戸
幕
府
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
一
般
的
裁
判
法
典
と
し
て
『
公
事
方
御
定
書
』
を
制
定
し
た
が
、
そ
の
後
、
寺
社
奉

行
所
で
は
、
い
つ
の
こ
ろ
よ
り
か
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
の
処
罰
に
関
す
る
先
例
集
が
作
ら
れ
た
。
は
じ
め
は
寺
社
奉
行
所
の
職
員

の
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
石
井
）。
寺
社
奉
行
所
に
は
、
そ
の
管
轄
た
る
寺
社
な
い
し
僧
侶
神
職
を
裁
判
す
る
規
準
と
し
て
、

吏
員
が
私
に
編
ん
だ
寺
社
方
例
書
と
い
う
先
例
集
が
存
し
た
（
平
松
）。

三
、
右
の
先
例
集
は
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）、
老
中
に
よ
っ
て
、
寺
社
奉
行
が
そ
の
御
仕
置
伺
に
こ
れ
を
引
用
し
て
擬
律
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
以
来
『
御
定
書
』
に
准
ず
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
（
石
井
、
平
松
）。

四
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）、
そ
の
定
本
（
二
十
五
条
よ
り
な
る
）
が
作
ら
れ
て
寺
社
奉
行
に
交
付
さ
れ
、
そ
の
交
替
の
際
に
は

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
御
定
書
』
同
様
、
秘
密
法
典
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
（
石
井
、
平
松
）。

さ
て
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記

上
・
中
・
下
巻
』（
大
岡
家
文
書
刊
行
会
編
纂
、
一
九
七
二
・
一
九
七
五
年
、

三
一
書
房
刊
、
以
下
『
大
岡
日
記
』、
又
は
『
日
記
』
と
略
称
）
に
は
、
実
は
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立
過
程
や
「
寺
社
方
御

仕
置
例
書
」
と
「
公
事
方
御
定
書
」
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
窺
う
に
足
る
重
要
な
記
事
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
石
井
、
平
松
両
氏

が
上
記
解
題
を
執
筆
さ
れ
た
当
時
に
は
、
ま
だ
本
書
は
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
両
氏
は
本
書
を
披
見
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
に
関
す
る
『
大
岡
日
記
』
の
記
事
を
見
て
行
く
こ
と
と

１
）

す
る
。
な
お
両
氏
の
解
題
に
関
す
る
私
見
は
、
本

稿
の
最
後
の
部
分
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

2國學院法學第45巻第3号 (2007)



一

吉
宗
に
よ
る
寺
社
方
先
例
集
編
纂
の
準
備

『
大
岡
日
記
』
に
寺
社
法
制
編
纂
に
関
す
る
記
事
の
見
え
る
最
初
は
、
次
に
掲
げ
る
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
五
月
十
五
日
条
（
上

巻
、
四
一
九
頁
）
で
あ
る
。

一

遠
江
殿
、
此
間
左
近
殿
被
仰
聞
候
諸
宗
御
条
目
御
定
書
之
義
、
承
合
候
之
処
、
左
近
殿
御
渡
候
帳
面
三
冊
之
御
箇
条
之
内
、
若

相
改
候
事
も
有
之
、
当
時
ハ
此
御
ケ
条
ケ
様

ニ
取
計
ひ
候
と
の
義
、
其
御
ケ
条
之
脇
書
ニ
其
趣
書
付
可
差
出
候
、
又
帳
面
之
外

ニ
も
被
仰
出
候
御
条
目
御
定
書
有
之
は
是
ハ
別
帳
ニ
致
し
可
差
出
之
、
右
之
通
意
味
ニ
候
、
左
近
殿
御
渡
候
帳
面
者

写
ニ
而

本
帳

者

御
用
部
屋
ニ
有
之
候
、
是
ハ
厳
有
院
様
御
幼
稚
之
節
、
為
御
覧
之
仮
名
付
有
之
由
ニ
候
、
今
度
禁
裏
御
定
書
御
吟
味
有
之
、
次

ニ
諸
宗
之
御
条
目
御
定
も
御
吟
味
ニ
而

新
ニ
帳
面
出
来
候
積
り
ニ
候
由
、
御
申
聞
候

幕
府
は
慶
長
以
降
、
全
国
の
佛
教
教
団
を
統
制
す
る
為
、
諸
宗
寺
院
に
対
し
法
度
や
条
目
、
定
書
等
を
次
々
に
発
布
し
て
い
る
が
、

右
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
当
時
老
中
の
御
用
部
屋
に
は
、
そ
れ
ら
を
記
し
た
帳
面
三
冊
（
四
代
将
軍
家
綱
幼
少
時
の
所
持
本
）
が
あ
っ

て
、
そ
の
写
本
を
こ
の
度
、
老
中
松
平
左
近
将
監
（
乘
邑
）
か
ら
寺
社
奉
行
に
下
付
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
写
本
三
冊

に
記
さ
れ
た
寺
社
に
対
す
る
法
規
の
中
、
改
正
す
べ
き
点
や
そ
の
運
用
上
、
注
目
す
べ
き
慣
行
が
あ
れ
ば
、
当
該
箇
条
に
旁
注
を
施

し
、
ま
た
右
の
写
本
に
掲
載
さ
れ
た
法
規
以
外
に
も
幕
府
の
発
し
た
「
御
条
目
御
定
書
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
別
帳
に
仕
立
て
て
差

し
出
す
よ
う
に
吉
宗
か
ら
側
近
の
加
納
遠
江
守
（
久
通
）
を
通
じ
て
寺
社
奉
行
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

今
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
『
祠
部
職
掌
類
聚
』（
史
籍
研
究
会
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
13
』
昭
和
五
十
七
年
、
汲
古
書
院
刊
）
を

み
る
と
、
享
保
三
年
（
一
七
一
七
）
に
幕
府
は
築
地
本
願
寺
輪
番
、
浅
草
本
願
寺
輪
番
、
曹
洞
宗
関
東
三
箇
寺
、
眞
言
新
義
四
箇
寺
、
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京
妙
心
寺
四
箇
寺
そ
の
他
か
ら
以
前
幕
府
が
寺
社
宛
に
発
し
た
「
条
目
」「
法
度
」「
定
」
の
如
き
類
を
提
出
せ
し
め
て
い
る
か
ら
（
第

二
冊
「
寺
社
御
条
目
」）、
吉
宗
は
将
軍
職
就
任
後
、
間
も
な
く
幕
府
の
寺
社
法
制
に
関
す
る
全
国
的
な
調
査
を
開
始
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
吉
宗
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
「
諸
宗
僧
侶
法
度
」
を
発
布
し
て
僧
侶
の
日
常
生
活
を
細
部
に
わ
た
っ
て
規
制
し
て

い
る
が
（『
徳
川
禁
令
考

前
集
第
五
』
昭
和
三
十
四
年
、
創
文
社
刊
、
二
六
・
二
七
頁
）、
更
に
元
文
五
年
の
頃
、
吉
宗
が
朝
廷
に
対

す
る
「
禁
裏
御
定
書
」
と
共
に
寺
院
に
対
す
る
「
諸
宗
之
御
条
目
御
定

書
）」
を
再
調
査
し
、
そ
の
改
訂
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
が
右

の
史
料
か
ら
看
取
さ
れ
よ
う
。

大
岡
ら
は
こ
の
吉
宗
の
命
を
受
け
て
、
早
速
諸
宗
の
触
頭
で
あ
る
寺
院
を
呼
び
出
し
、
諸
寺
院
に
伝
わ
る
開
府
以
来
代
々
の
「
御
条

目
御
定
書
」
を
差
し
出
す
よ
う
に
書
付
を
渡
す
と
共
に
、
先
般
左
近
将
監
よ
り
渡
さ
れ
た
帳
面
の
写
し
を
配
布
し
た
（
同
年
五
月
二
十

二
日
・
二
十
三
日
・
二
十
四
日
条
、『
日
記
』
上
巻
四
二
一
・
四
二
二
頁
）。
更
に
同
年
八
月
に
は
、
大
岡
の
献
言
に
よ
り
諸
国
の
神
社

に
対
し
て
も
、
寺
院
同
様
の
「
御
条
目
御
定
書
」
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
年
八
月
二
十
六
日
条
、『
日
記
』
上
巻

四
五
五
頁
）。
か
く
し
て
同
年
十
二
月
に
は
、
諸
宗
寺
院
に
下
さ
れ
た
幕
府
の
「
御
条
目
御
定
書
」
の
調
査
は
大
半
終
了
し
、
そ
の
成

果
は
来
春
に
提
出
す
る
旨
、
大
岡
よ
り
松
平
左
近
将
監
及
び
加
納
遠
江
守
に
報
告
さ
れ
た
（
同
年
十
二
月
二
十
四
日
条
、『
日
記
』
上

巻
五
〇
五
頁
）。

そ
の
後
の
大
岡
ら
に
よ
る
作
業
の
推
移
に
つ
い
て
は
、『
大
岡
日
記
』
の
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
分
が
す
べ
て
欠
落
し
て
い
る

の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
保
三
年
十
一
月
十
七
日
条
（『
日
記
』
中
巻
一
六
二
頁
）
に
は
、「
一
左
近
殿
被
仰
候
…
…
去
々
酉
七

月
十
二
日
上
候
御
条
目
御
法
度
書
写
帳
一
冊
、
御
書
付
一
通
御
添
御
渡
候
」
と
あ
っ
て
、
右
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、「
去
々
酉
」、
即
ち

寛
保
元
年
七
月
十
二
日
に
寺
社
奉
行
よ
り
「
御
条
目
御
法
度
書
写
帳
」
が
幕
府
へ
上
呈
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
寛
保
三

年
十
二
月
八
日
条
（『
日
記
』
中
巻
一
七
一
・
一
七
二
頁
）
の
記
事
に
も
、「

寛
保
元
年
）

去

年
上
候
諸
宗
御
法
度
書
」
と
あ
っ
て
、「
天
台
宗

4國學院法學第45巻第3号 (2007)



日

光

東
叡
山

御
法
度
書
」「
眞
言
宗
同
断
」「
浄
土
宗
同
断
」「
禪
宗
同
断
」「
神
社
同
断
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
。
従
っ
て
寺
社
奉
行
所
に
お

け
る
前
記
「
御
条
目
御
定
書
」
の
調
査
は
、
寛
保
元
年
に
は
終
了
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
、『
大
岡
日
記
』
に
寺
社
法
制
編
纂
に
関
す
る
主
要
な
記
事
が
現
れ
る
の
は
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
五
月
十
二
日
と
同
二

十
四
日
の
両
条
で
あ
る
。
先
ず
五
月
十
二
日
条
の
記
事
（『
日
記
』
上
巻
五
八
〇
頁
）
を
掲
げ
よ
う
。

一

石
見
殿
、
奥
江

四
人
共
ニ
可
罷
越
由
御
申
聞
、
罷
越
候
所
御
座
之
間
江

罷
通
、
御
前
江

被
召
出
、
…
…
又
御
意
ニ
前

よ
り
寺

社
奉
行
方
ニ
ハ
諸
事
之
書
留
等
も
無
之
、
以
前
之
事
ハ
其
寺
院
江

承
合
候
而

申
上
候
之
由
ニ
候
、
如
此
ハ
有
之
間
敷
事
ニ
被
思
召

候
、
向
後
ハ
公
事
出
入
等
之
義
、
大
帳
に
も
致
置
、
其
次

江

可
相
送
可
申
候
、
書
留
無
之
義
以
之
外
、
如
何
敷
被
思
召
候
之
旨

御
意
ニ
付
、
成
程
上
意
之
通
ニ
而

年
久
敷
以
前
之
勿
論
之
義
、
御
役
替
等
御
座
候
得
者

近
年
之
義
も
相
知
不
申
候
、
只
今
ハ
随
分

書
留
等
も
跡
ニ
残
候
様
ニ
仕
候
、
猶
又
向
後
申
合
、
弥
書
留
等
具
ニ
致
置
可
申
由
御
請
申
上
候

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
は
御
側
用
取
次
で
あ
る
小
笠
原
石
見
守
（
政
登
）
を
以
て
寺
社
奉
行
四
名
（
本
多
紀
伊
守
正
珍
、
大
岡

越
前
守
忠
相
、
山
名
因
幡
守
豊
就
、
牧
野
越
中
守
貞
通
）
を
御
前
に
呼
び
つ
け
、
以
前
か
ら
寺
社
奉
行
所
に
は
諸
事
の
書
留
が
な
く
、

不
明
な
こ
と
は
、
そ
の
寺
院
に
一
々
問
い
合
わ
せ
て
幕
府
に
上
申
し
て
い
た
こ
と
を
厳
し
く
叱
責
し
、
今
後
公
事
出
入
等
の
こ
と
は
大

帳
に
書
き
留
め
、
奉
行
交
替
の
際
に
は
、
前
任
者
は
後
任
者
に
対
し
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
よ
う
に
申
し
送
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ

る
。
次
に
、
五
月
二
十
四
日
条
の
記
事
（『
日
記
』
上
巻
五
八
四
・
五
八
五
頁
）
を
掲
げ
よ
う
。

一

遠
江
殿
石
見
殿
、
此
方
ハ
紀
伊
守
、
自
分
、
因
幡
守
江

御
意
之
由
ニ
而

御
申
聞
候
ハ
、
先
日
御
前
ニ
而

御
意
之
通
、
寺
社
奉
行

方
ニ
前
々
よ
り
留
書
等
無
之
由
ニ
候
、
諸
留
書
無
之
候
而

ハ
、
前

之
事
不
存
候
而

落
着
等
申
付
候
以
後
、
前

之
留
書
出
候

時
、
申
付
前

被
仰
出
候
留
書
ニ
相
違
之
儀
有
之
候
得
ハ
奉
行
御
咎
に
も
可
預
候
、
左
候
得
者

如
何
敷
事
第
一
者

留
書
無
之
故
、

万
端
願
事
ニ
而

も
其
外
ニ
て
も
願
人
之
方
承
合
候
而

其
通
り
ニ
申
付
候
義
と
相
聞
、
此
段
如
何
敷
候
、
此
度
御
仕
置
御
定
書
も
出

5 寺社方御仕置例書」の成立 (小林 宏)



来
、
此
内
寺
社
之
取
扱
之
事
も
少

有
之
候
得
共
、
細
ケ
成
義
者

無
之
候
、
向
後
申
合
、
留
書
致
置
可
申
候
、
先
年
よ
り
之
公
事

裁
断
、
其
外
之
儀
共
ニ
寺
社
江

申
付
、
書
出
さ
せ
可
申
候
、
其
書
付
に
若
洩
レ
候
儀
者

年
寄
衆
江

申
上
、
御
用
部
屋
之
留
書
を
以

向
後
之
形
ニ
成
候
様
ニ
調
様
書
付
、
年
寄
衆
江

相
伺
相
定
可
申
候
、
此
段
年
寄
衆
よ
り
被
仰
渡
可
有
之
候
得
共
、
先
達
而

先
右
之

趣
申
達
置
候
様
ニ
御
意
之
由
御
申
聞
候
、
…
…

一

右
之
以
後
左
近
殿
、
右
三
人
江

被
仰
聞
候
ハ
、
寺
社
奉
行
方
ニ
而

前

よ
り
之
書
面
無
之
由
ニ
候
間
、
向
後
書
留
可
仕
候
、
前

よ
り
之
公
事
裁
許
、
其
外
共
ニ
寺
社
江

申
付
、
書
出
さ
せ
、
其
書
付
を
以
吟
味
之
上
、
調
様
書
付
可
入
御
覧
候
、
其
上
ニ
而

御

差
図
可
有
之
旨
被
仰
聞
、
奉
畏
候
旨
申
上
候

右
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
吉
宗
は
こ
の
日
、
側
近
で
あ
る
加
納
遠
江
守
、
小
笠
原
石
見
守
の
両
名
を
通
じ
て
、
五
月
十
二
日
の
指
示

を
更
に
徹
底
せ
し
め
る
為
、
公
事
出
入
の
書
留
の
必
要
な
理
由
（
留
書
が
な
い
場
合
、
幕
府
の
法
的
決
定
に
前
後
相
違
が
生
じ
、
首
尾

一
貫
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
こ
と
）
を
説
明
し
、
公
事
出
入
書
留
の
方
法
（
先
ず
寺
社
に
命
じ
て
訴
訟
記
録
を
提
出
せ
し
め
、
そ
れ
に

洩
れ
た
も
の
は
老
中
の
御
用
部
屋
に
あ
る
留
書
を
以
て
補
う
こ
と
）
を
具
体
的
に
寺
社
奉
行
に
指
示
し
た
。
松
平
左
近
将
監
も
同
日
、

同
様
の
申
付
を
行
い
、
そ
の
草
案
を
提
出
し
て
吉
宗
の
指
示
を
仰
ぐ
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
吉
宗
は
寛
保
二
年
五
月
、
寺
社
に
関
す
る
訴
訟
記
録
や
判
決
例
の
整
備
、
即
ち
先
例
集
の
起
草
を
寺
社
奉
行
に
命

じ
た
の
で
あ
る
。
何
故
、
吉
宗
が
こ
の
時
期
に
そ
れ
を
命
じ
た
か
と
い
え
ば
、
前
掲
五
月
二
十
四
日
条
の
記
事
に
、「
此
度
御
仕
置
御

定
書
も
出
来
、
此
内
寺
社
之
取
扱
之
事
も
少

有
之
候
得
共
、
細
ケ
成
義
者

無
之
候
、
向
後
申
合
、
留
書
致
置
可
申
候
」
と
あ
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
よ
う
。
即
ち
寛
保
二
年
四
月
に
「
公
事
方
御
定
書
」
が
制
定
さ
れ
、
そ
こ
に
は
寺
社
の
取
扱
い
の
大
綱
は
示
さ
れ
て
い
る

が
、
詳
細
な
規
定
は
存
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
五
月
の
吉
宗
に
よ
る
前
記
指
令
の
目
的
は
、
や
は
り
「
公
事

方
御
定
書
」
の
制
定
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
公
事
方
御
定
書
」
を
補
充
す
る
為
の
立
法
事
業
に
繫
が
る
も
の
で
あ
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っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
述
）。

な
お
、
後
掲
の
『
大
岡
日
記
』
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
五
月
二
十
九
日
条
の
記
事
と
前
掲
吉
宗
、
加
納
遠
江
守
、
小
笠
原
石
見

守
、
松
平
左
近
将
監
の
言
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
右
の
吉
宗
の
命
に
よ
る
寺
社
方
の
先
例
集
の
起
草
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
後
、
寺
社

奉
行
所
に
お
い
て
寺
社
方
の
特
別
法
典
と
も
い
う
べ
き
、「
寺
社
方
御
定
書
」
の
編
纂
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

二

寺
社
方
御
定
書
」
の
編
纂
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」

『
大
岡
日
記
』
を
検
す
る
と
、
寛
保
二
年
五
月
以
降
、
次
に
寺
社
法
制
編
纂
の
記
事
が
見
え
る
の
は
、
左
に
掲
げ
る
寛
保
三
年
（
一

七
四
三
）
十
二
月
十
九
日
条
（『
日
記
』
中
巻
一
七
六
頁
）
で
あ
る
。

一

寺
社
方
御
定
書
之
義
ニ
付
、

堀
田
正
亮
）

相
模
守
方
江

寄
合
ニ
四
時
過
よ
り
罷
越
、
七
ツ
時
過
帰
宅

吉
宗
に
よ
っ
て
寺
社
方
の
先
例
集
編
纂
の
命
が
正
式
に
発
せ
ら
れ
た
の
が
前
記
寛
保
二
年
五
月
で
あ
る
と
す
る
と
、
寛
保
三
年
十
二

月
ま
で
は
凡
そ
一
年
半
を
経
過
し
て
い
る
。『
大
岡
日
記
』
に
は
、
そ
の
間
、
関
連
記
事
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
寺
社
奉
行

所
に
お
い
て
寺
社
法
制
編
纂
の
作
業
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
憶
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
一
年
半
の
期
間
に
寺
社
方
の
訴
訟

記
録
や
判
決
例
等
か
ら
後
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
み
る
如
き
条
文
化
さ
れ
た
先
例
集
を
作
成
す
る
作
業
が
行
わ
れ
た
の
か
も
知

れ

２
）

な
い
。
右
の
十
二
月
十
九
日
条
の
記
事
に
初
め
て
「
寺
社
方
御
定
書
」
と
い
う
語
が
見
え
る
こ
と
は
、
そ
の
頃
、
新
し
い
寺
社
法
制

の
実
体
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。『
大
岡
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
、「
寺
社
方
御
定
書
」
の
寄
合
が
寺
社

奉
行
宅
で
屡
々
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
一
月
二
十
三
日
、
二
月
九
日
、
延
享
元
年
（
改
元
、
一
七
四

四
）
三
月
八
日
、
三
月
十
六
日
、
三
月
二
十
八
日
、
四
月
八
日
、
四
月
二
十
四
日
、
五
月
九
日
、
五
月
二
十
三
日
の
寄
合
で
あ
る
。
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こ
の
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
寄
合
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
も
、
右
の
『
日
記
』
の
記
事
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
延
享

元
年
三
月
八
日
条
（『
日
記
』
中
巻
二
二
一
頁
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一

今
日

山
名
豊
就
）

因
幡
守
方
ニ
而

寺
社
方
御
定
書
寄
合
ニ
候
得
共
、
左
近
殿
江

御
用
有
之
ニ
付
、
四
時
登
城

一

右
濟
四
半
時
過
退
出
、
因
幡
守
方
江

寄
合
罷
越

一

今
日
者

本
多
正
珍
）

紀
伊
守
方
ニ
而

相
改
候
寺
社
之
御
触
書
、
御
条
目
、
御
掟
書
、
寺
社
奉
行
勤
方
等
之
義
、
寄
書
相
改
、
相
談
之
上
、
書

付
下
書
致
し
振
り
を
拵
申
候
、
右
ニ
付
、
紀
伊
守
役
人

吉
左
衛
門

側
用
人

官
吾
召
連
被
参
、
寄
合
之
席
江

罷
出
、
書

付
共
吟
味
有
之
候
、
右
寄
合
七
半
時
過
相
済
罷
帰
候

右
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
寄
合
に
お
け
る
評
議
は
、
今
回
調
査
し
て
編
集
し
た
寺
社
の
「
御
触
書
」「
御
条
目
」「
御
掟
書
」

等
、
即
ち
寺
社
に
対
す
る
幕
府
の
法
令
、
及
び
「
寺
社
奉
行
勤
方
」、
即
ち
寺
社
奉
行
の
職
掌
や
そ
の
職
務
管
轄
に
関
す
る
法
令
等
を

再
検
討
し
て
、
そ
れ
ら
の
草
稿
を
作
成
し
書
式
を
整
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
寄
合
に
は
寺
社
奉
行
配
下
の

「
役
人
」
や
「
側
用
人
」
も
参
加
し
、
そ
の
評
議
は
大
体
四
ツ
時
（
午
前
十
時
頃
）
か
ら
七
ツ
時
（
午
後
四
時
頃
）
過
ぎ
ま
で
行
わ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
寺
社
奉
行
所
に
お
け
る
「
寺
社
方
御
定
書
」
編
纂
の
作
業
は
、
延
享
元
年
早
々
か
ら
大
詰
め
を
迎
え
、
同
年
五
月

二
十
九
日
に
は
、
一
応
終
了
し
て
、
そ
の
成
果
は
松
平
左
近
将
監
を
通
じ
て
吉
宗
の
許
に
上
呈
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
即
ち
同
日
の

『
大
岡
日
記
』（
中
巻
二
六
五
頁
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一

左
近
殿
江

同
役
四
人
相
添
、
去

戌
年
五
月
十
二
日
、
御
前
江

被
召
出
候
仰
出
、
同
廿
四
日
、
遠
江
殿
、
石
見
殿
、
此
義
御
意

之
趣
御
申
聞
、
同
日
、
左
近
殿
ニ
も
被
仰
聞
候
寺
社
方
御
定
書
帳
四
冊
、
但
勤
方
帳
一
冊
、
御
仕
置
帳
一
冊
、
掟
書
帳
一
冊
、
御

書
付
帳
一
冊
、
書
付
一
通
、
是
ハ
認
様
先
入
御
覧
候
、
此
通
可
然
候
ハ
ゝ
末
江

段

書
加
可
申
候
、
且
公
事
方
御
仕
置
御
定
書
之
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内
ニ
有
之
寺
社
江

懸
り
候
ケ
条
之
分
、
寺
社
方
御
仕
置
御
定
書
之
内
江

書
入
申
度
伺
書
一
通
相
添
上
之
所
、
と
く
と
御
披
見
候
而

可
被
仰
聞
旨
御
挨
拶
ニ
候

右
の
記
事
に
は
、
い
く
つ
か
重
要
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
「
去

戌
年
五
月
十
二
日
」「
同
廿
四
日
」「
同
日
」
と
は
、
寛

保
二
年
五
月
十
二
日
と
同
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
日
に
吉
宗
及
び
側
近
の
加
納
遠
江
守
、
小
笠
原
石
見
守
、
老
中
の
松

平
左
近
将
監
が
寺
社
奉
行
を
呼
び
出
し
、
寺
社
に
関
す
る
訴
訟
記
録
や
判
決
例
を
整
備
し
て
寺
社
方
の
先
例
集
を
作
成
す
る
よ
う
に
命

じ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
前
掲
記
事
の
冒
頭
は
、
こ
の
寛
保
二
年
五
月
の
吉
宗
の
意
向
を
受
け
て
、
こ
の
度
「
寺
社
方
御
定

書
帳
四
冊
」
の
草
稿
が
完
成
し
た
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
寺
社
奉
行
所
に
お
い
て
は
、
前
記

先
例
集
の
起
草
を
契
機
に
、
そ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
て
、
こ
こ
に
「
寺
社
方
御
定
書
」
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
今
回
、
寺
社
奉
行
が
上
呈
し
た
「
寺
社
方
御
定
書
帳
四
冊
」
の
内
訳
は
、「
勤
方
帳
一
冊
」「
御
仕
置
帳
一
冊
」「
掟
書
帳
一
冊
」

「
御
書
付
帳
一
冊
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、「
勤
方
」
と
は
寺
社
奉
行
の
「
勤
方
」
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。「
御
仕
置
」
と
は
僧
侶
・
神
職
に
対
す
る
「
御
仕
置
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
掟
書
」
と
「
御
書
付
」
と
は
寺
社
及
び
僧

侶
・
神
職
に
対
す
る
幕
府
の
一
般
的
法
令
で
あ
っ
て
、
前
者
は
「
条
目
」「
法
度
」「
定
書
」
と
も
呼
ば
れ
、
将
軍
自
ら
、
も
し
く
は
老

中
が
将
軍
の
意
を
受
け
て
発
布
し
、
そ
の
法
的
効
力
の
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
も
の
、
後
者
は
「
触
書
」
と
同
義
で
あ
り
、
老
中
が
将

軍
の
裁
決
を
経
て
時
宜
に
よ
り
交
付
し
た
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前
掲
記
事
に
あ
る
「
書
付
一
通
、
是
ハ
認
様
先
入
御
覧

候
」
と
い
う
の
は
、
延
享
元
年
五
月
二
十
三
日
条
の
記
事
（『
日
記
』
中
巻
二
六
三
頁
）
に
、「
今
日
者
御
定
書
認
様
之
ふ
り
、
近
日
入

御
覧
候
ニ
付
、
惣
帳
面
共
し
ら
へ
致
し
候
」
と
あ
っ
て
、
同
日
の
寺
社
奉
行
寄
合
の
席
で
決
め
た
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
書
式
を
こ
の

度
、
吉
宗
に
提
示
し
て
意
見
を
伺
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
掲
記
事
に
は
続
い
て
「
此
通
可
然
候
ハ
ゝ
末
江

段
々
書
加
可
申
候
」
と

あ
る
か
ら
、
右
の
「
寺
社
方
御
定
書
帳
」
の
四
冊
は
、
こ
の
時
点
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
以
後
も
後
任
の
寺
社
奉
行
に
よ
っ
て
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書
き
継
が
れ
る
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
掲
記
事
の
最
後
に
は
、
更
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
且
公
事
方
御
仕
置
御
定
書
之
内
ニ
有
之
寺
社
江

懸
り

候
ケ
条
之
分
、
寺
社
方
御
仕
置
御
定
書
之
内
江

書
入
申
度
」
云
々
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
社
奉
行
四
名
は
、
先
に
制
定
さ
れ
た
「
公

事
方
御
定
書
」
下
巻
に
あ
る
寺
社
関
係
の
法
規
は
、
こ
れ
を
「
御
定
書
」
か
ら
分
離
し
、
こ
の
度
起
草
し
た
「
寺
社
方
御
仕
置
定
書
」

（
前
記
「
御
仕
置
帳
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
編
入
す
る
こ
と
を
改
め
て
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寺
社
奉
行
が
寺

社
関
係
法
規
を
「
公
事
方
御
定
書
」
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
法
体
系
と
し
て
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
極
め
て
注
目

す
べ
き
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
後
、
松
平
左
近
将
監
は
、
提
出
さ
れ
た
「
寺
社
方
御
定
書
帳
」
四
冊
を
点
検
し
て
、
そ
の
誤
脱
の
個
所
を
指
摘
し
、
寺
社
奉
行

は
そ
れ
を
受
け
て
訂
正
を
施
し
、
再
度
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（『
日
記
』
延
享
元
年
六
月
五
日
条
、
中
巻
二
七
〇
頁
）。
こ
の
よ
う

に
し
て
寺
社
奉
行
が
上
呈
し
た
「
寺
社
方
御
定
書
」
に
関
し
、
吉
宗
の
意
見
が
松
平
左
近
将
監
を
通
じ
て
寺
社
奉
行
に
示
さ
れ
た
の

は
、
六
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
日
の
『
日
記
』
の
記
事
（
中
巻
二
八
一
頁
）
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

一

左
近
殿
、
有
合
之
寺
社
奉
行
江

御
逢
可
有
之
段
、
順
阿
弥
を
以
被
仰
聞
候
処
、
此
節
何
も
退
出
、
自
分
斗
罷
在
候
旨
申
上
候

処
、
御
逢
候
而

被
仰
聞
候
ハ
、
先
月
上
候
寺
社
方
御
定
書
之
義
、
帳
面
題
号
、
御
仕
置
定
書
と
相
調
候
ニ
者

不
及
、
例
書
と
相
認

メ
可
申
候
、
其
外
思
召
之
趣
、
堅
紙
之
御
書
付
壱
通
御
渡
、
御
答
書
上
可
申
候
、
各
伺
書
之
内
、
初
箇
条
之
義
ハ
伺
之
通
可
仕

候
、
二
ケ
条
目
ニ
有
之
公
事
方
御
定
書
之
内
ニ
有
之
寺
社
之
御
仕
置
之
ケ
条
、
寺
社
方
例
書
之
内
江

書
入
候
ニ
不
及
候
、
惣
而

法

中
之
義
ハ
重
キ
と
軽
キ
と
二
通
、
若
者

三
通
り
ニ
も
書
集
置
、
其
節

猶
又
評
儀
を
以
申
付
可
然
候
、
右
之
趣
承
書
致
し
上
候
様

ニ
と
先
月
廿
九
日
上
候
伺
書
一
通
、
寺
社
方
御
定
書
四
冊
御
渡
候
之
間
、
委
細
奉
得
其
意
候
、
同
役
共
江

申
聞
、
追
而

承
書
仕
上

可
申
由
申
上
候
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右
の
記
事
に
は
、「
寺
社
方
御
定
書
」
に
関
す
る
吉
宗
の
意
見
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
「
先
月
上
候
寺
社
方
御
定
書
之
義
、

帳
面
題
号
、
御
仕
置
定
書
と
相
調
候
ニ
者

不
及
、
例
書
と
相
認
メ
可
申
候
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
何
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
前
掲
五
月
二
十
九
日
条
の
記
事
は
、「
寺
社
方
御
定
書
帳
四
冊
」
の
中
に
「
御
仕
置
帳
一
冊
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
こ
の
「
御
仕
置
帳
」
と
は
節
略
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
、
同
記
事
に
は
、「
寺﹅
社﹅
方﹅
御﹅
仕﹅
置﹅
御﹅
定﹅
書﹅
之
内
江

書
入
申
度
伺
書
」

（
傍
点
、
小
林
）
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
帳
面
の
表
題
に
は
、「
寺
社
方
御
仕
置
御
定
書
」
と
記
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
吉
宗
は
こ
の
表

題
を
不
可
と
し
、
そ
れ
を
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
改
め
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で

３
）

あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、
吉
宗
は
寺
社
奉
行
の
提
案
し
た
表
題
「
寺
社
方
御
仕
置
御
定﹅
書﹅
」
を
「
寺
社
方
御
仕
置
例﹅
書﹅
」
に
変
更
す
る
よ
う

に
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
知
る
為
に
は
、
吉
宗
の
考
え
に
あ
る
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
及
び
両

者
の
関
係
に
つ
い
て
先
ず
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
に
し
て
且
つ
難
解
な
問
題
で
あ
っ
て
、
今
後
の
考
察
に
俟
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
若
干
の
見
通
し
の
み
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
「
定
書
」
と
は
制
定
さ
れ
た
時
点

で
新
し
い
法
的
効
力
を
付
与
さ
れ
た
成
文
法
、「
例
書
」
と
は
幕
府
に
よ
る
法
的
決
定
の
際
に
、
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
先
例
と
い
う

よ
う
に
一
応
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
吉
宗
は
、
こ
の
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
を
相
対
す
る
一
対
の
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
吉
宗
の
発
想
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
律
令
と
格
式
、
式
目
と
追
加
、
律
と
条
例
等
の
日
本
、
な
い
し
は
中
国

の
伝
統
的
法
体
系
に
基
づ
く
思
考
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
に
俟
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）。
し
か
も
吉
宗
の
制
定
し
た
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
諸
規
定
が
従
来
の
幕
府
の
判
決
例
や
書
付
類
等
の
先
例
か

ら
多
く
立
法
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
の
関
係
は
、
一
方
が
他
方
の
存
在
を
排
斥
し
、
否
定
す
る
と
い
う
絶
対

的
な
も
の
同
士
の
対
立
で
は
な
く
、
相
互
に
流
動
的
、
且
つ
補
完
的
な
一
面
を
有
し
、
両
者
相
俟
っ
て
一
個
の
法
体
系
を
構
成
す
る
と

い
う
頗
る
微
妙
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
こ
で
は
吉
宗
の
上
記
の
思
考
を
考
察
す
る
手
懸
り
と
し
て
、
吉
宗
が
寛
保
二
年
五
月
、
寺
社
方
の
先
例
集
の
編
纂
を
命
じ
た
際

に
、「
此
度
御
仕
置
御
定
書
も
出
来
、
此
内
寺
社
之
取
扱
之
事
も
少

有
之
候
得
共
、
細
ケ
成
義
者

無
之
候
、
向
後
申
合
、
留
書
致
置

可
申
候
」（
前
掲
『
日
記
』
寛
保
二
年
五
月
二
十
四
日
条
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
再
度
注
目
し
た
い
。
吉
宗
の
こ
の
発
言
の
趣
旨
は
、

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
は
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
関
す
る
主
要
事
項
の
み
を
規
定
し
て
お
き
、
そ
れ
に
伴
う
付
属
的
事
項
や
そ
の

施
行
に
と
っ
て
必
要
な
細
則
的
事
項
は
、「
御
定
書
」
と
は
別
個
の
「
留
書
」
に
記
載
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
日

記
』
前
掲
延
享
元
年
六
月
二
十
六
日
条
の
、
吉
宗
の
い
う
「
例
書
」
が
右
の
「
留
書
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
吉
宗
の

思
考
の
中
に
あ
る
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
の
関
係
は
、
前
者
は
主
要
事
項
の
み
を
規
定
す
る
基
本
法
典
、
後
者
は
そ
の
基
本
法
典
を

補
充
す
る
為
の
副
弐
法
典
、
な
い
し
は
付
属
法
典
で
あ
っ
て
、
両
者
一
体
に
し
て
初
め
て
幕
府
の
法
体
系
の
基
礎
を
形
成
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
前
掲
六
月
二
十
六
日
条
の
記
事
に
、「
各
伺
書
之
内
、
…
…
二
ケ
条
目
ニ
有
之
公
事
方
御
定
書
之
内
ニ
有
之
寺
社
之
御
仕
置

之
ケ
条
、
寺
社
方
例
書
之
内
江

書
入
候
ニ
不
及
候
」
と
あ
る
こ
と
も
、
右
に
述
べ
た
吉
宗
の
思
考
と
一
致
す
る
。
即
ち
前
述
し
た
よ
う

に
寺
社
奉
行
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
存
す
る
寺
社
関
係
の
法
規
を
、
こ
の
度
起
草
し
た
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
中
の
「
御
仕

置
帳
」
に
編
入
し
、「
寺
社
方
御
定
書
」
を
「
公
事
方
御
定
書
」
と
並
立
す
る
幕
府
の
基
本
法
典
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
い
う
二
法
典
か
ら
成
る
幕
府
の
法
体
系
を
構
想
す
る
吉
宗
は
、
こ
の
提
案
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
吉
宗
は
、
当
時
の
寺
社
奉
行
と
は
考
え
を
異
に
し
、
こ
の
度
、
寺
社
及
び
僧
侶
・
神
職
に
関
す
る
「
御
仕
置
」
を
定
め
た

刑
法
典
を
「
寺
社
方
御
仕
置
例﹅
書﹅
」
と
し
て
幕
府
の
基
本
法
典
で
あ
る
「
公
事
方
御
定﹅
書﹅
」
を
補
充
す
る
、
い
わ
ば
副
弐
法
典
な
い
し

は
付
属
法
典
と
し
て
、
こ
こ
に
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

更
に
前
掲
六
月
二
十
六
日
条
に
は
、
続
い
て
「
惣
而

法
中
之
義
ハ
重
キ
と
軽
キ
と
二
通
、
若
者

三
通
リ
ニ
も
書
集
置
、
其
節

猶
又
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評
儀
を
以
申
付
可
然
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
「
寺
社
方
御
仕
置
定
書
」
の
法
的
内
容
に
関
す
る
吉
宗
の
意
見
で
あ
っ
て
、
文
中

の
「
法
中
之
義
」
と
は
一
宗
の
法
義
、
即
ち
寺
法
、
宗
法
に
関
す
る
訴
訟
を
い
う
。
そ
れ
は
原
則
と
し
て
第
一
次
的
に
は
各
教
団
の
統

制
機
関
で
あ
る
本
寺
、
又
は
触
頭
の
支
配
を
受
け
、
第
二
次
的
に
は
幕
府
の
寺
社
奉
行
の
支
配
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
（「
公
事
方

御
定
書
」
下
巻
、
第
十
四
条
、
後
述
）。
従
っ
て
上
記
吉
宗
の
指
示
は
、
恐
ら
く
本
寺
、
触
頭
の
裁
判
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
た
際
の

寺
社
奉
行
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
重
キ
と
軽
キ
と
二
通
、
若
者

三
通
ニ
も
書
集
置
」
と
は
具
体
的
に
何
を
い
う
の

か
不
詳
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
棠
蔭
秘
鑑
」
所
収
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
第
十
五
条
「
寺
法
寺
例
を
背
候
者
御
仕
置
之
事
」
に

み
え
る
よ
う
に
、
僧
侶
に
よ
る
寺
法
・
寺
例
に
対
す
る
違
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
軽
重
の
程
度
に
従
っ
て
、「
脱
衣
追
放
」「
中
追

放
」「
退
院
」「
隠
居
」「
永
蟄
居
」「
閉
門
」「
逼
塞
」
の
如
き
異
な
っ
た
御
仕
置
を
予
め
定
め
て
お
く
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。以

上
述
べ
た
吉
宗
の
意
見
や
指
令
に
対
し
、
寺
社
奉
行
四
名
は
何
れ
も
そ
れ
を
了
承
し
た
。
即
ち
『
日
記
』
六
月
二
十
八
日
条
に
、

「
一

左
近
殿
江

一
昨
日
被
仰
聞
候
寺
社
方
御
定
書
之
義
ニ
付
、
伺
書
ニ
承
書
致
し
壱
通
、
…
…
封
候
而

順
阿
弥
を
以
上
之
」（
中
巻
二

八
一
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
大
凡
の
編
纂
が
終
了
し
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
は
ほ
ぼ
成
立
し
た

と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
の
「
寺
社
方
御
定
書
」
編
纂
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
延
享
元
年
八
月
の
『
日
記
』
が
欠
落
し
て
い
る
為
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
が
、
同
年
九
月
二
十
三
日
条
の
記
事
（
中
巻
三
〇
九
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

一

今
日
寺
社
方
御
定
書
寄
合
付
、
四
時
よ
り

松
平
武
元
）

右
近
方
江

寄
合
評
儀
之
上
、
面

懸
り
ニ
致
し
可
調
品
、
左
之
通
相
極

一

諸
御
触
書
寄
帳

右
近
将
監

一

寺
社
方
御
仕
置
例
書
帳

掟
書
帳
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一

寺
社
奉
行
勤
方
取
計
諸
願
其
外
取
捌
定
書
帳

紀
伊
守

一

窺
書
留
帳

越
前
守

一

御
書
付
類
留
帳

因
幡
守

右
之
通
今
日
相
極
、
面

請
取
之
書
付
共
出
来
次
第
、
又
寄
合
可
申
旨
申
談
候

右
寄
合
八
半
時
相
済
、
罷
帰
候

右
の
記
事
に
見
え
る
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
内
容
と
前
掲
延
享
元
年
五
月
二
十
九
日
に
寺
社
奉
行
が
上
呈
し
た
「
寺
社
方
御
定
書

帳
」
四
冊
の
内
訳
と
を
比
べ
る
と
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
即
ち
右
の
「
諸
御
触
書
寄
帳
」
と
「
窺
書
留
帳
」
と
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る

も
の
が
前
記
「
寺
社
方
御
定
書
帳
」
四
冊
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
不
詳
で
あ
る
が
、「
寺
社
方
御
定
書
」
の
細
目
が
右

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
、
し
か
も
各
帳
面
の
担
当
者
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
そ
れ
ら
の
担
当
者
に
よ
っ
て
各
帳
面
の
書
き

継
ぎ
が
予
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
帳
」
と
「
掟
書
帳
」
に
は
、
そ

の
担
当
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
二
冊
は
す
で
に
そ
の
内
容
が
完
結
し
て
い
て
、
も
は
や
書
き
継

ぎ
や
修
正
を
必
要
と
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
寺
社
方
御
定
書
」
編
纂
の
記
事
は
、
右
の
記
事
を
最
後
と
し

て
、
そ
れ
以
降
の
『
日
記
』
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
前
記
延
享
元
年
六
月
二
十
八
日
以
後
、
同
年
九
月
二
十
三
日
以
前
に

お
い
て
、
そ
の
編
纂
は
正
式
に
終
了
し
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
は
欠
落
し
た
『
日
記
』
同
年
八
月
の
分
に
そ
れ
を

示
唆
す
る
記
事
が
存
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、
こ
の
時
成
立
し
た
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
が
通
用
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例

書
」
と
全
く
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
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三

公
事
方
御
定
書
」
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
の
関
係

結
び
に
代
え
て

こ
こ
で
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
石
井
良
助
、
平
松
義
郎
両
氏
に
よ
る
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
解
題
に
つ
い
て
一
言
、
私
見
を
述

べ
て
お
き
た
い
。

前
掲
「
要
約
」
の
「
三
」「
四
」
に
つ
い
て
は
、
的
確
な
指
摘
で
あ
り
、
と
く
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
大
岡
日
記
』

に
よ
っ
て
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立
過
程
が
か
な
り
の
程
度
判
明
し
た
現
在
、
要
約
「
二
」
に
つ
い
て
は
、
若
干
補
訂
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
寺
社
奉
行
所
に
お
い
て
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
を
裁
判
す
る
基
準
と
し
て
、
そ
の
処
罰
に
関
す
る
先
例
集

が
そ
の
吏
員
に
よ
っ
て
私
的
に
編
集
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
関
し
て

は
、「
公
事
方
御
定
書
」
と
同
様
、
そ
の
編
纂
の
当
初
か
ら
将
軍
吉
宗
の
強
力
な
主
導
の
下
に
推
進
さ
れ
た
幕
府
の
立
法
事
業
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
寺
社
奉
行
所
の
吏
員
や
職
員
に
よ
っ
て
私﹅
的﹅
に﹅

編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

な
お
平
松
義
郎
氏
は
、
そ
の
著
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』（
昭
和
三
十
五
年
、
創
文
社
刊
、
五
四
二
・
五
四
三
頁
）
に
お
い
て
、

「
寺
社
方
例
書
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
は
審
で
な
い
が
、
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
寺
社
奉
行
所
に
存
し
た
前
々
よ
り
の
例
書

と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
幕
府
が
公
に
編
纂
し
た
も
の
で
は
な
く
、
寺
社
奉
行
所
の
吏
員
が
私
に
編
ん
で
裁
判
に
参
照
し
て
い
た
役
所
書

類
の
一
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
同
書
が
私
的
編
纂
物
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
寺
社
奉
行
宅
の
評
議
に
関
す
る
一
史
料
を

あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
平
松
氏
の
指
摘
さ
れ
た
史
料
を
全
文
掲
げ
る
こ

と
と

４
）

す
る
。
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宝
暦
十
辰
年
六

廿
）

月
・
七
日
、
小
堀
土
佐
守
於
内
寄
合
左
之
通

寺
社
奉
行
方
ニ
前

よ
り
寺
社
方
例
書
御
仕
置
付
書
物
弐
冊
但
目
録

と
も

有
之
、
右
是
迄
御
仕
置
付
之
見
渡
ニ
相
成
候
処
、
惣
而

御
仕

置
相
伺
候
節
、
御
定
ニ
相
当
リ
候
分
ハ
勿
論
、
例
ニ
而

相
伺
候
分
茂

何
之
例
ニ
而

相
伺
候
与

申
儀
、

評
議
ニ
而

相
伺
候
分
も
如

何
様
之
評
議
ニ
而

相
伺
候
与

申
儀
、
書
付
可
差
出
旨
、
当
四
月
十
二
日
、
右
近
将
監
御
書
付
相
渡
ニ
付
、
寺
社
方
例
書
ニ
相
当
之

分
ハ
其
段
可
相
認
哉
之
旨
、
先
達
而

及
相
談
候
通
、
去

二
）

廿
三
日
、
相
模
守
殿
江

序
有
之
、
無
急
度
伊
予
殿
被
申
達
候
処
、
寺
社
方

例
書
与

相
認
可
然
旨
被
仰
聞
候
由
、
依
之
添
書
ニ
寺
社
方
例
書
之
通

々
）

何
に
相
伺
候
儀
ニ
御
座
候
之
段
、
相
認
可
申
候
、
依
之
自
今

御
定
書
同
前
可
相
心
得
段
、
同
役
申
談
候

右
の
評
議
は
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
六
月
二
十
七
日
に
寺
社
奉
行
小
堀
土
佐
守
（
政
方
）
宅
の
内
寄
合
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
凡
そ
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
寺
社
奉
行
所
に
は
、
以
前
か
ら
「
寺
社
方
例
書
御
仕
置
付
」
の
書
物
二
冊

（
目
録
を
含
む
）
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
寺
社
奉
行
の
裁
判
に
お
け
る
科
刑
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
が
、「
今
後
寺
社
奉
行
か
ら
老
中
に
御

仕
置
を
伺
う
節
は
、
御
定
書
の
規
定
に
該
当
す
る
御
仕
置
の
分
は
勿
論
の
こ
と
、
例
に
拠
っ
て
伺
う
御
仕
置
の
分
も
、
ど
の
よ
う
な
例

に
拠
っ
て
伺
っ
た
の
か
、
ま
た
寺
社
奉
行
の
評
議
に
拠
っ
て
伺
う
御
仕
置
の
分
も
、
ど
の
よ
う
な
評
議
に
拠
っ
て
伺
っ
た
の
か
、
そ
の

根
拠
を
伺
書
に
明
記
し
て
差
し
出
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
松
平
右
近
将
監
（
武
元
）
の
書
付
が
当
宝
暦
十
年
四
月
十
二
日
に
寺
社
奉

行
に
渡
さ
れ
た
。
右
に
つ
い
て
寺
社
奉
行
で
は
、「
寺
社
方
例
書
」
の
規
定
に
該
当
す
る
御
仕
置
の
分
は
、
右
近
将
監
の
書
付
の
通
り
、

そ
の
根
拠
を
記
載
し
て
伺
う
べ
き
こ
と
を
先
日
相
談
し
て
決
定
し
た
。
去
る
六
月
二
十
三
日
、
寺
社
奉
行
阿
部
伊
予
守
（
正
右
）
が
老

中
堀
田
相
模
守
（
正
亮
）
に
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
相
模
守
は
「
寺
社
方
例
書
の
規

定
に
該
当
す
る
御
仕
置
の
分
は
、
寺
社
方
例
書
に
拠
っ
た
旨
を
伺
書
に
記
載
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
た
よ
し
で
あ
る
。

右
に
よ
り
寺
社
奉
行
か
ら
老
中
に
「
寺
社
方
例
書
」
に
拠
っ
て
御
仕
置
を
伺
う
際
に
は
、
そ
の
伺
書
に
「
寺
社
方
例
書
」
の
規
定
の
通
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り
何
々
の
御
仕
置
を
お
伺
い
す
る
旨
、
添
書
を
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
こ
の
「
寺
社
方
例
書
」
の
取
扱
い
は
「
公
事
方
御
定

書
」
と
同
等
と
心
得
る
べ
き
で
あ
る
と
、
こ
の
度
、
同
役
と
評
議
し
て
決
定
し
た
。

以
上
が
宝
暦
十
年
六
月
二
十
七
日
の
寺
社
奉
行
内
寄
合
に
お
け
る
決
定
の
内
容
で
あ
る
が
、
右
の
史
料
に
い
う
当
四
月
十
二
日
の
右

近
将
監
の
書
付
と
は
、「
棠
蔭
秘
鑑
」
の
「
貞
」
の
巻
所
収
の
「
御
書
付
類
」
第
二
十
四
項
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
（
前
掲
『
徳
川
禁

令
考

別
巻
』
一
九
三
・
一
九
四
頁
）。
こ
の
書
付
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
御
仕
置
相
伺
候
節
、
御
定
ニ
相
当
候
御
仕
置
之
分
ハ
黄
紙

ニ
御
定
之
通
、
何
可
申
付
と
書
加
可
被
差
出
旨
、
去
々
寅
年
相
達
候
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
前
掲
史
料
に
は
、
そ
れ
が
省
略
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
宝
暦
八
年
九
月
十
日
に
は
、
同
じ
く
老
中
松
平
右
近
将
監
か
ら
三
奉
行
に
対
し
、
御
定
書
の
規
定
に
該
当
す
る
御
仕
置

は
、
伺
書
に
「
御
定
之
通
、
何
可
申
付
哉
」
と
書
き
添
え
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（「
棠
蔭
秘
鑑
」
所
収
「
御

書
付
類
」
第
二
十
二
項
、
前
掲
書
一
九
二
・
一
九
三
頁
）。
宝
暦
十
年
四
月
十
二
日
の
右
近
将
監
の
書
付
は
、
そ
れ
を
受
け
て
出
さ
れ

た
文
書
で
あ
っ
て
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
取
扱
い
も
、
一
昨
年
の
「
公
事
方
御
定
書
」
の
そ
れ
と
同
等
に
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
場
合
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
比
べ
て
一
年
半
余
の
遅
れ
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
度
、

両
者
は
共
に
老
中
に
よ
っ
て
幕
府
裁
判
の
準
拠
法
と
し
て
、
そ
の
効
力
が
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」

が
、
こ
の
よ
う
に
「
公
事
方
御
定
書
」
と
同
等
の
司
法
手
続
上
の
扱
い
を
受
け
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
公
事
方
御
定
書
」
と
同
じ

く
将
軍
吉
宗
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
権
威
あ
る
法
典
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
前
掲
史
料
に
、「
右
是
迄
御
仕
置
付
之

見
渡
ニ
相
成
候
処
」
と
あ
っ
て
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
が
以
前
か
ら
寺
社
奉
行
の
裁
判
に
お
け
る
科
刑
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
の
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
前
掲
史
料
冒
頭
の
「
寺
社
奉
行
方
ニ
前

よ
り
」
云
々
と

い
う
文
も
、
平
松
氏
の
よ
う
に
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
前
掲
史
料
に
見
え
る
「
右
近
将
監
」
と
「
相
模
守
」
と
は
、
老

中
の
松
平
武
元
と
堀
田
正
亮
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
両
者
は
共
に
以
前
寺
社
奉
行
を
勤
め
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
編
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纂
に
直
接
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
従
っ
て
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
を
重
ん
じ
て
、「
公
事
方
御
定
書
」
と
同
様
の
司
法
手
続
上
の

扱
い
を
命
じ
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
今

そ
の
余
裕
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
若
干
の
展
望
を
述
べ
る
こ
と
と
し
、
以
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

公
事
方
御
定
書
」
下
巻
（「
棠
蔭
秘
鑑
」
所
収
）
に
現
わ
れ
る
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
関
す
る
諸
規
定
を
大
雑
把
に
拾
い
出
せ
ば
、

第
一
、
第
十
四
、
第
三
十
六
、
第
四
十
七
、
第
五
十
一
、
第
五
十
二
、
第
五
十
三
、
第
五
十
四
、
第
六
十
九
、
第
七
十
一
、
第
九
十

七
、
第
百
三
条
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
、
そ
の
法
的
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

⑴

寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
別
な
規
定
（
第
十
四
条
、
第
五
十
四
条
、
第
九
十
七
条
等
）

⑵

一
般
庶
民
に
と
っ
て
は
無
罪
、
も
し
く
は
有
罪
と
さ
れ
る
行
為
が
、
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
し
く
有
罪
と
さ

れ
、
且
つ
一
般
庶
民
と
同
等
か
、
も
し
く
は
一
般
庶
民
よ
り
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
規
定
（
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十

三
条
等
）

⑶

同
一
の
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
対
し
て
は
、
一
般
庶
民
と
は
異
な
っ
た
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
規
定
（
第
四

十
七
条
、
第
六
十
九
条
等
）

右
の
分
類
の
中
、
と
く
に
重
要
な
も
の
は
⑴
と
⑵
で
あ
る
。
先
ず
⑵
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

⑵
に
関
す
る
代
表
的
な
規
定
は
、
第
五
十
一
条
「
女
犯
之
僧
御
仕
置
之
事
」、
第
五
十
二
条
「
三
鳥
派

不
受
不
施

御
仕
置
之
事
」、
第
五
十
三

条
「
新
規
之
神
事
佛
事

奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事
」
の
三
箇
条
で
あ
る
。
第
五
十
一
条
は
女
犯
の
僧
の
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
御
仕
置

は
寺
持
の
僧
で
あ
れ
ば
遠
島
、
所
化
僧
（
修
業
中
の
僧
）
の
類
で
あ
れ
ば
、「
晒
之
上
、
本
寺
触
頭
江

相
渡
、
寺
法
之
通
可
為
致
」
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
密
夫
之
僧
」
は
「
寺
持
、
所
化
僧
之
無
差
別

獄
門
」
で
あ
る
。
即
ち
無
夫
の
婦
と
の
合
意
の
上
で
の
情
交
に
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つ
い
て
は
、
一
般
庶
民
は
無
罪
で
あ
る
が
（
但
し
「
誘
引
出
候
も
の
」
は
、
男
性
は
手
鎖
、
第
四
十
八
条
）、
僧
侶
の
場
合
は
寺
持
の

僧
と
所
化
僧
と
を
区
別
し
、
前
者
は
遠
島
と
い
う
重
刑
を
科
し
、
後
者
は
幕
府
が
晒
を
科
し
た
上
で
、
本
寺
、
触
頭
に
そ
の
身
柄
を
引

き
渡
し
、
寺
法
に
よ
っ
て
処
罰
せ
し
め
る
。
有
夫
の
婦
（
妻
妾
）
と
の
情
交
は
、
一
般
庶
民
が
死
罪
で
あ
る
の
に
対
し
、
密
夫
で
あ
る

僧
侶
は
、
寺
持
ち
と
所
化
僧
の
区
別
な
く
獄
門
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
は
一
般
庶
民
よ
り
重
く
な
っ
て
い
る
。
第
五
十
二
条
第
一
項
は
、

三
鳥
派
や
不
受
不
施
派
の
勧
誘
に
関
す
る
禁
止
の
規
定
で
あ
る
が
、
勧
誘
し
た
も
の
が
僧
で
あ
る
場
合
は
、
改
宗
す
る
と
申
し
出
て
も

認
め
ら
れ
ず
遠
島
が
科
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
勧
誘
し
た
も
の
が
俗
人
で
あ
る
場
合
、
本
人
は
や
は
り
遠
島
で
あ
る
が
、
そ
の
子
が
改
宗

す
る
と
い
え
ば
、
そ
の
子
は
所
拂
、
勧
誘
者
の
妻
は
無
罪
と
な
る
。
第
五
十
三
条
第
一
項
は
、
新
規
の
神
事
・
佛
事
に
関
す
る
禁
止
の

規
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
興
行
し
た
も
の
が
出
家
・
社
人
で
あ
れ
ば
、「
其
品
重
キ
ハ
所
拂
」、「
其
品
軽
キ
ハ
逼
塞
」
で
あ
る
。
し
か

し
俗
人
で
あ
れ
ば
、
等
し
く
過
料
と
い
う
軽
い
刑
が
科
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
⑵
に
関
す
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
規
定
は
、
何
れ

も
幕
府
が
そ
の
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
上
か
ら
、
或
は
そ
の
治
安
対
策
の
上
か
ら
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
に
対
し
て
厳
し
く
統
制
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
外
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
、
明
文
規
定
は
な
い
が
、
僧
侶
・
神
職
の
殺
人
、
強
盗
等
の
重
罪
に
関
し
て

は
、
幕
府
の
裁
判
権
が
直
ち
に
行
使
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

次
に
、
⑴
に
関
す
る
代
表
的
な
規
定
は
、
第
十
四
条
「
寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事
」
で
あ
る
。
本
条
は
寺
社
と
い
う
教
団
や
僧
侶
・

神
職
と
い
う
身
分
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
別
な
規
定
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
寺
社
な
い
し
僧
侶
・
神
職
に
対
し
て
、
そ
の
統
制
機
関

で
あ
る
本
寺
・
触
頭
等
の
有
す
る
裁
判
権
と
幕
府
の
寺
社
奉
行
の
有
す
る
裁
判
権
と
の
管
轄
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
本
条
に
よ
れ

ば
、
寺
法
や
宗
法
等
の
当
該
教
団
内
に
関
す
る
事
案
や
寺
社
領
の
百
姓
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
第
一
次
的
に
は
前
者
が
、
第
二
次

的
に
は
後
者
が
そ
の
裁
判
権
を
有
し
た
。
即
ち
寺
社
奉
行
が
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
関
し
て
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
第

二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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一
本
寺
触
頭
を
相
手
取
候

、
又
ハ
本
寺
触
頭
江

願
候
而

も
、
押
置
候
ニ
付
、
不
得
止
事
願
出
候
類
ハ
、
添
簡
無
之
候
共
、
取
上
可

致
吟
味
事
（
第
二
項
）

一
寺
社
領
之
百
姓
、
地
頭
非
分
之
儀
を
申
出
候
類
ハ
、
地
頭
寺
院
或
ハ
神
主
等
呼
出
、
様
子
相
尋
、
品
に
よ
り
取
上
可
致
吟
味
事

（
第
三
項
）

一
一
宗
法
義
に
拘
り
候
公
事
訴
訟
之
儀
は
、
取
上
申
間
敷
候
、
尤
本
寺
触
頭
ニ
而

咎
申
付
候
而

も
、
及
難
渋
候
も
の
、
又
ハ
他
宗
俗

人
入
交
り
候
出
入
ハ
、
取
上
可
致
吟
味
事
（
第
五
項
）

右
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
本
寺
・
触
頭
が
被
告
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
本
寺
・
触
頭
に
願
い
出
て
も
、
そ
の
願
を
取
上
げ
ず
、
本
寺
・

触
頭
が
放
置
し
て
い
る
場
合
（
第
二
項
）、
寺
社
領
の
百
姓
が
領
主
で
あ
る
寺
社
に
対
し
、
そ
の
違
法
を
訴
え
る
場
合
（
第
三
項
）、
本

寺
・
触
頭
が
命
じ
た
処
罰
が
拒
否
さ
れ
、
事
が
進
ま
ず
難
渋
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
他
宗
派
や
俗
人
が
関
与
し
て
い
て
、
一
教
団
内

で
は
そ
の
処
理
が
困
難
な
場
合
（
第
五
項
）、
以
上
の
事
案
に
限
っ
て
幕
府
の
寺
社
奉
行
が
寺
社
方
の
訴
訟
に
対
し
て
裁
判
権
を
有
し

た
。
そ
う
す
る
と
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
は
、
右
に
あ
げ
た
幕
府
が
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
の
諸
規
定
を
前
提
と
し
て
先
ず
立
法

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
寺
・
触
頭
に
よ
る
裁
判
に
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
定
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
は
第
二
条
「
本
寺
違
背
之
者
御
仕
置
之
事
」
以
下
に
認
め
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
第
十
三
条
「
裁
判
背
者
御
仕
置
之
事
」

の
第
一
項
に
は
、「
一
触
頭
裁
許
不
請
ニ
付
、
咎
申
付
候
を
及
難
渋
候
も
の

触
頭
本
寺
咎
一
等
重
ク
可
申
付
候
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
恐
ら
く
前
掲
「
公
事
方
御
定
書
」
本
条
第
五
項
の
「
本
寺
触
頭
ニ
而

咎
申
付
候
而

も
、
及
難
渋
候
も
の
」
を
受
け
て
立
法
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
本
寺
・
触
頭
の
裁
決
を
無
視
し
、
そ
の
処
罰
を
拒
ん
だ
も
の
に
対
し
て
は
、
幕
府
は
本
寺
・
触
頭
の
量
刑
よ
り
も
更
に

一
等
重
く
申
し
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
「
寺
社
方
例
書
」
第
七
条
の
「
一
他
宗
江

押
而

伝
法
い
た
す
者

軽
追

放
」
も
、
前
掲
「
御
定
書
」
本
条
第
五
項
の
「
他
宗
俗
人
入
交
り
候
出
入
ハ
取
上
可
致
吟
味
事
」
を
意
識
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
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ろ
う
。

し
か
し
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
は
、
上
記
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
諸
規
定
の
施
行
に
当
っ
て
直
接
必
要
な
付
随
事
項
の

外
に
、
そ
も
そ
も
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
は
缺
落
し
て
い
る
寺
社
関
係
の
詳
細
な
事
項
も
多
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
寺
社
方
例

書
」
第
一
条
「
寺
社
訴
状
裏
書
初
判
之
事
」
は
、
訴
訟
当
事
者
の
双
方
が
寺
社
、
も
し
く
は
寺
社
領
の
住
民
で
あ
っ
た
場
合
の
訴
訟
手

続
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
御
定
書
」
第
一
条
「
目
安
裏
書
初
判
之
事
」
を
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
十
条
「
奉
行
所
を

掠
候
も
の
御
仕
置
之
事
」
や
第
十
六
条
「
御
条
目
を
背
候
者
御
仕
置
之
事
」
等
に
み
え
る
諸
条
項
は
、
そ
れ
に
違
反
し
た
寺
社
や
僧

侶
・
神
職
に
対
し
て
は
、
本
寺
・
触
頭
の
手
を
経
ず
に
幕
府
の
裁
判
権
が
直
ち
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
立
法
さ
れ
た
規
定
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
「
御
定
書
」
下
巻
の
欠
缺
を
補
充
す
る
意
味
を
有
し
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
お
け
る
寺
社
関
係
の
主
要
な
条
文
は
、
幕
府
と

寺
社
と
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
と
幕
府
が
社
会
秩
序
維
持
上
、
も
し
く
は
治
安
対
策
上
か
ら
必
要
と
し
た
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
の

統
制
に
関
す
る
規
定
と
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
寺
法
・
社
法
等
の
教
団
内
部
に
関
わ
る
事
案
や
治
安
維
持
上
、
比
較
的
軽
微
と
思

わ
れ
、
且
つ
身
分
の
低
い
僧
侶
・
神
職
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
第
一
次
的
に
は
本
寺
・
触
頭
等
の
教
団
の
統
制
機
関
に
よ
る
裁
判
に
委

ね
、
そ
れ
ら
の
裁
判
に
何
ら
か
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
何
ら
か
の
支
障
が
生
じ
た
際
に
は
、
第
二
次
的
に
寺
社
奉
行
が
寺
社
方
の

裁
判
権
を
有
す
る
と
し
た
。「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
は
、
主
と
し
て
右
の
寺
社
奉
行
に
よ
る
裁
判
の
際
の
準
則
で
あ
る
が
、
一
方

「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
は
、
右
の
外
に
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
欠
缺
を
補
う
寺
社
関
係
の
法
規
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
従

っ
て
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
や
は
り
幕
府
刑
事
司
法
の
基
本
法
典
で
あ
る
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
施

行
に
と
っ
て
必
要
な
寺
社
関
係
の
事
項
を
規
定
し
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
を
補
充
す
る
副
弐
法
典
、
な
い
し
は
付
属
法
典
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
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本
稿
で
は
、「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立
過
程
及
び
そ
れ
が
有
す
る
法
的
性
質
等
に
つ
い
て
、
従
来
、
比
較
的
活
用
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
か
っ
た
『
大
岡
忠
相
日
記
』
を
素
材
と
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。
し
か
し
当
時
の
寺
社
奉
行
ら
に
よ
っ
て
鋭
意
、
編
纂

さ
れ
た
「
寺
社
方
御
定
書
」
の
そ
の
後
の
消
息
や
推
移
、
或
は
本
稿
で
指
摘
し
た
寺
社
法
制
の
立
法
に
対
す
る
吉
宗
と
寺
社
奉
行
と
の

基
本
的
な
構
想
の
相
違
を
生
ん
だ
政
治
的
、
文
化
的
背
景
等
、
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
今
回
は
他
の
寺
社
奉
行
関
係
の
史
料
を
披
見

す
る
余
裕
が
殆
ど
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
関
係
諸
史
料
を
博

し
て
本
稿
の
補
正
に
努
め
る
こ
と
を
課
題
と
し

５
）

た
い
。

１
）
『
大
岡
日
記
』
を
用
い
て
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
研
究
に
、
茎
田
佳
寿
子
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』（
昭
和
五
十
五
年
、
嚴
南
堂

書
店
刊
）
が
あ
る
。
同
書
四
三
、
四
七
、
四
八
、
一
六
〇
、
一
六
二
、
二
三
五
、
二
四
一
頁
等
参
照
。

２
）

通
用
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
は
、
全
二
十
五
条
、
五
十
八
項
か
ら
成
る
が
、
そ
れ
は
条
文
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
各
条
項
が
す
べ
て
先

例
よ
り
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、『
大
岡
日
記

下
巻
』
所
収
「
付
載
資
料
」（
水
野
家
文
書
）
の
「
五
、
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
各
項
の
肩
書
に
、「
従

前

之
例
」「
元
文
三
年
極
」「
享
保
二
年
極
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、「
従
前

之
例
」
が
三
十

四
項
と
圧
倒
的
に
多
く
、
年
代
を
明
記
し
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
上
限
は
享
保
二
年
、
下
限
は
寛
保
二
年
で
あ
る
。

３
）

但
し
寺
社
奉
行
が
上
呈
し
た
「
勤
方
帳
」「
御
仕
置
帳
」「
掟
書
帳
」「
御
書
付
帳
」
四
冊
の
総
称
は
、
依
然
「
寺
社
方
御﹅
定﹅
書﹅
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

幕
府
も
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
『
日
記
』
に
は
、
そ
の
後
も
、「
寺
社
方
御﹅
定﹅
書﹅
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、「
定
書
」
に
は
、「
例
書
」
を
も
含
む
広
義
の
「
定
書
」
と
、「
例
書
」
を
含
ま
ず
、「
例
書
」
と
相
対
す
る
狭
義
の
「
定
書
」
と
の
二
種
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

４
）

平
松
氏
は
、
史
料
と
し
て
内
閣
文
庫
蔵
「
同
役
一
座
申
合
」
を
あ
げ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
『
大
岡
日
記

下
巻
』
所
収
「
付
載
資
料
」
の
「
五
、

寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
「
宝
暦
十
二
年
十
二
月
十
二
日
、
讃
岐
殿
よ
り
請
取
」
を
掲
げ
る
。
な
お
両
者
の
用
字
に
は
若
干
の
相
違
が

あ
る
。
旁
注
は
「
同
役
一
座
申
合
」
の
用
字
。

５
）

寺
社
奉
行
関
係
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
近
時
藩
法
研
究
会
の
橋
本
久
、
牧
田
勲
、
山
田
勉
三
氏
に
よ
る
貴
重
な
調
査
報
告
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

「
丹
波
篠
山

青
山
会
文
庫
所
蔵
『
祠
部
職
掌
類
聚
・
祠
部
職
掌
雑
纂
』
目
録
」（
大
阪
経
済
法
科
大
学
『
法
学
論
集
』
第
四
三
号
、
一
九
九
九
年
）、「
丹

波
篠
山

青
山
会
文
庫
所
蔵
『
祠
部
職
掌
類
聚
・
祠
部
職
掌
雑
纂
』
目
録

続
）」（
同
上
第
四
四
号
、
一
九
九
九
年
）、「
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
祠
部
職
掌
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雑
纂
惣
目
録
』」（
同
上
第
四
五
号
、
一
九
九
九
年
）
そ
の
他
。

23 寺社方御仕置例書」の成立 (小林 宏)


